
平成22年度（平成２３年３月３１日現在）貸借対照表 
 

(単位：百万円) 

科   目 金   額 科   目 金   額 

(負 債 の 部) 

保 険 契 約 準 備 金 

支 払 備 金 

責 任 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 

未 払 費 用 

預 り 金 

リ ー ス 債 務 

仮 受 金 

退 職 給 付 引 当 金 

特 別 法 上 の 準 備 金 

価 格 変 動 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

負  債  の  部  合  計 

 

1,204 

315 

888 

3 

31 

227 

3 

213 

1 

8 

0 

24 

16 

16 

155 

1,664 

(資 産 の 部) 

現 金 及 び 預 貯 金 

預 貯 金 

有 価 証 券 

国 債 

株 式 

そ の 他 の 証 券 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

リ ー ス 資 産 

その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 

その他の無形固定資産 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

未 収 金 

前 払 費 用 

未 収 収 益 

預 託 金 

仮 払 金 

  そ の 他 の 資 産 

 

 

251 

251 

4,354 

1,575 

757 

2,021 

51 

19 

7 

24 

1,064 

1,064 

0 

3 

288 

172 

3 

0 

74 

36 

0 

 

(純資産の部) 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 

繰 越 利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 合 計 

その他有価証券評価差額金 

評価・換算差額等合計 

純 資 産 の 部 合 計 

 

10,100 

2,100 

2,100 

△  8,123 

△  8,123 

△  8,123 

4,076 

273 

273 

4,350 

資  産  の  部  合  計 6,014 負債及び純資産の部合計 6,014 

 



 

（貸借対照表の注記） 

 

１． 有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについては３月末日の市場価

格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価を把握することが極めて困難

と認められるものについて、取得差額が金利調整差額と認められる公社債については移動

平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原

価法によっております。 

  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま

す。 

２． 有形固定資産の減価償却は、それぞれ次の方法により行っております。 

（１）リース資産以外の有形固定資産 

定率法によっております。 

（２）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間に基づ

く定額法によっております。 

３． 貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、計上しております。す

べての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署

から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて引当を

行なっております。 
４． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職

給付に係る会計基準の設定に関する意見書」平成 10 年 6 月 16 日企業会計審議会）に基

づき、当年度末において発生したと認められる額を計上しております。 

５． 価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき算出した額を計上しております。 

６． リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

７． 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、事業費等の

費用は税込方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法

に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税

等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。 

８． 責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金につい

ては次の方式により計算しております。 

（１） 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成 8 年大蔵省

告示第４８号） 

（２）  標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

９．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 

当社は、適正な収益管理とリスク管理を実施し、資産運用における事業の健全性維持

という観点から、リスク管理の強化に努め、投資環境と運用の多様化に即応した効率的

な運用を目指すことを基本方針としています。この方針に基づき、安全性・換金性（流

動性）に留意し、有価証券を中心に運用しております。 

なお主な金融商品として、有価証券は市場リスク及び信用リスクに晒されております。 

市場リスク管理については、代表的な計測手法であるバリュー・アット・リスク（Ｖ

ａＲ）手法を用いて市場リスク量を計測し、管理を行っております。また、信用リスク

については、個別の投資先について定期的に信用状況を調査し、管理を行っております。 

主な金融資産にかかる貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通

りであります。 

（単位：百万円） 
 貸借対照表計上額 時価 差額 
(1)現金及び預貯金 251 251 － 
(2)有価証券 

その他有価証券 

4,349 

4,349 

4,349 

4,349 

－ 
－ 

(3)未収金 172 172 － 
 

 

 



 

(1)現金及び預貯金、(3)未収金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

(2)有価証券 

３月末日の市場価格等によっております。 

なお、以下の金融商品については時価を把握することが極めて困難と認められるため、

時価開示の対象としておりません。 

① 非上場株式（貸借対照表計上額 5 百万円）については、市場価格がなく、時価を

把握することが極めて困難と認められるため、「(2)有価証券 その他有価証券」に

は含めておりません。 

② 預託金（貸借対照表計上額 74 百万円）については、移転等の計画がなく、実質的

な債権の償還時期を見積ることができないため、時価を把握することが極めて困難

と認められるものとして時価開示の対象としておりません。 

10． 有形固定資産の減価償却累計額は 134 百万円であります。 

11. 繰延税金負債の総額は、155 百万円であります。 

なお、繰延税金負債の発生は、その他有価証券の評価によるものであります。 

    12.  貸借対照表に計上したその他の有形固定資産の他、リース契約により使用している重要

な動産として電子計算機とその周辺機器等があります。 

13. 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再

保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は 71 百

万円であります。また、同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当す

る責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は 57 百万円であります。 

14. １株当たりの純資産額は、10,875 円 26 銭であります 。 

15. 保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における

当社の今後の負担見積額は 57 百万円であります。 

             なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 
16. 退職給付債務の算定につきましては簡便法を採用しており、退職給付引当金は 24 百万

円であります。 

        17. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 



 

 

平成22年度（       ）損益計算書 
                                                                               (単位：百万円) 

科          目 金    額 

経 常 収 益                
保 険 料 等 収 入 
保 険 料 
再 保 険 収 入 

資 産 運 用 収 益 
利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 
そ の 他 経 常 収 益 

責 任 準 備 金 戻 入 額 
そ の 他 の 経 常 収 益 

3,794 
3,751 
3,655 

95 
32 
32 
32 
11 
11 
0 

経 常 費 用 
保 険 金 等 支 払 金 
保 険 金 
給 付 金 
そ の 他 返 戻 金 
再 保 険 料 

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 
支 払 備 金 繰 入 額 

資 産 運 用 費 用 
  支 払 利 息 
事 業 費 
そ の 他 経 常 費 用 

税 金 
減 価 償 却 費 
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

3,784 
1,105 
752 
212 
 4 

 136 
  174 
174 
 2 

   2 
   2,448 

53 
   16 
  32 

4 

経     常     利     益 10 

特 別 損 失 
特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

1 
1 
1 

税 引 前 当 期 純 利 益 
法 人 税 及 び 住 民 税 
法 人 税 等 合 計 
当 期 純 利 益 

8 
 3 
3 

 5 

 
（損益計算書の注記） 

１．関係会社との取引による収益の総額は0百万円、費用の総額は218百万円であります。 

２．支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額の金額は 57 百万円、責任準

備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は 1百万円であります。 
３．1 株あたりの当期純利益の金額は 12 円 66 銭であります。 

   ４．退職給付費用の総額は、6百万円であります 
   ５．金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
 

平成 22 年 4 月  1 日から 

平成 23 年 3 月 31 日まで 


